








要約:新生児訪問指導はその殆どか市町村駐在保健婦により実施され、乳児健診は（社)沖

縄県小児保健協会が沖縄県の委託を受けて実施し、1.6 歳児健診は市町村が実施、3 歳児

健診は県の事業として保健所が実施しているのが現状である。母子保健事業の市町村委譲

にあたって、市町村の対応は鈍く、今後、徐々に表面化してくるものと思われ、市町村と

の十分な調整が必要である。


